
質問回答 

2014年 8月 4日 

「アフリカ地域南部アフリカ地域における官民連携インフラ整備支援に関する情報収集・確認調査」 

 （公示日：2014年 7月 23日／番号：140558）について、以下のとおり質問いたします。 

 

通番号 当該頁項目 質問 回答 

１ 業務指示書本紙 第 7

見積価格及び内訳書

P.5  

指示書の６（４）調査工程に記載の、南アフリカ国内の地方都市、SADC

加盟国への現地調査に関して、これら現地調査の必要性については、支

援候補案件の検討過程で明確になることから、ヨハネスブルグ⇔周辺諸

国、ヨハネスブルグ⇔南ア地方都市の航空運賃は、別見積扱いとさせて

頂いて宜しいでしょうか？また、東京―ヨハネスブルグー南部アフリカ

諸国―ヨハネスブルグー東京のように通しの旅程の航空運賃は、別見積

扱いになりますでしょうか？ご教示下さい。 

航空賃については、本邦発券、現地発券問

わず、それぞれ旅費（航空賃）または一般

業務費の旅費・交通費の対応費目にて、別

見積にて積算願います。なお航空賃につい

ては、経済的かつ合理的な航路及び運賃を

提案願います。 

２ 業務指示書本紙 第 7

見積価格及び内訳書

P.5 

本調査では南アフリカを中心にSADC加盟国へ現地傭人の渡航の可能性

を想定している。例えば南アフリカから周辺国への移動にかかる現地発

券航空賃や宿泊日当等、このような移動にかかる費用は一般業務費の旅

費・交通費に計上する、と考えておりますが、合っておりますでしょう

か。 

上記１の回答と一部重複するが、現地傭人

の現地での旅費（現地発券航空賃や日当、

宿泊料等）は一般業務費の旅費・交通費で

積算いただき、別見積でお願いします。 

また調査団員の現地発券航空賃は一般業務

費の旅費・交通費で積算いただき、別見積

でお願いします。なお調査団員（業務従事

者）の現地での日当、宿泊料等は、旅費（日

当・宿泊料等）にて積算いただき、本見積

とします。 

なお旅費・交通費の妥当性については、契

約交渉時に確認させていただきます。 

３ 業務指示書本紙 第 7

見積価格及び内訳書

P.5 

本調査において、調査団員が南アフリカからSADC加盟国へ、現地発券の

往復航空券において移動する可能性を想定している。そのようなケース

では、航空賃並びに宿泊日当については、別見積とはせず、一般業務費

の旅費・交通費に計上する、と考えておりますが、合っておりますでし

ょうか。 



３ 業務指示書のP3  

第2 業務の目的・内容

に関する事項  

６. 業務実施上の方

針及び留意事項  

(２)日本企業向けセ

ミナーの開催 

 

日本企業向けのフィードバックセミナーを開催することが記載されて

いる。一方で、支援対象プロジェクトの実現性を高めるためには、実施

機関を含めたセミナーを開催することが検討される。また、セミナーで

は，日系企業からの技術を実施機関にアピールして、民間ビジネス展開

を支援することも検討される。従って、セミナーにおいて、１）実施機

関の参加が可能であるかどうか、２）関心企業によるプレゼンが可能で

あるか、ご教示願います。 

１） 実施機関の参加は可能ですが、本

セミナーの開催目的は、日本企業に日

本語で調査結果をフィードバックする

点であることを踏まえ、効果的なセミ

ナーの開催を提案願います。 

２） 本セミナーは、調査団からの調査

結果を日本企業にフィードバックする

ことが目的であるため、日本企業（関

心企業）からのプレゼンテーションは

想定していません。 

 

以上 

 


